
資料５－３

「項目別評価表（評価の指標）」変更対応表
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ア 　全国の地方事務所（地方裁判所本庁所在
地に設置される事務所をいう。以下同
じ。）単位で地方協議会を開催し，支援セ
ンターの業務に関する具体的情報の周知を
図るとともに，利用者及び関係機関・団体
の意見を聴取し，これを業務運営上の参考
とするように努める。

① 利用者及び関係機関等
の意見を参考とした当
該地域の実情に応じた
業務運営へ向けた地方
協議会の開催状況

地方協議会で検討され
た利用者及び関係機関
等の意見を参考とした
当該地域の実情に応じ
た業務運営への取組状
況

(4)国選弁護人等確保

①迅速かつ確実な選任態勢の確保等

関係機関等が参加する
定期的な協議の場の開
催状況及び裁判員裁判
における国選弁護人の
選任の運用に関する協
議状況

裁判員裁判における国
選弁護人の選任の運用
等に関する関係機関等
が参加する定期的な協
議の結果の運用への反
映状況

(6)犯罪被害者支援

②提供するサービスの質の向上 (2)提供するサービスの質の向上

ア 　犯罪被害者に対し，被害を受けたときか
らの時間の長短を問わず，その心情に十分
配慮した懇切・丁寧かつ迅速・適切な情報
提供に努める。犯罪被害者に対する情報提
供に関して，これまでの相談内容やそれへ
の対応状況，犯罪被害者の意見を踏まえて
できるだけ効率的な業務運営を行いつつ，
質の向上を図るよう努める。

① 被害者の心情に配慮し
た適切な情報提供の実
施に向けた取組状況

被害者の心情に配慮し
た適切かつ効率的な情
報提供の実施に向けた
取組状況
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イ 　効率的な業務運営を行いつつサービスの
質の向上を図るため，犯罪被害者支援担当
窓口対応専門職員が配置されている地方事
務所における犯罪被害者支援担当窓口対応
専門職員が勤務していない時間帯における
犯罪被害者に対する窓口での情報提供，犯
罪被害者支援担当窓口対応専門職員が配置
されていない地方事務所における犯罪被害
者に対する窓口での情報提供に当たって
は，犯罪被害者支援担当窓口対応専門職員
以外で犯罪被害者に対する窓口における情
報提供を担当する職員に対し，必要な研修
を行うことなどにより二次被害を防止する
など，犯罪被害者の心情に配慮した質の高
いサービスの提供を図る。

② 犯罪被害者に対する窓
口での情報提供を担当
する職員に対する研修
の実施状況

犯罪被害者に対する窓
口での情報提供を担当
する職員に対する研修
の実施等による質の高
いサービスの提供に向
けた取組状況

　迅速かつ確実に国選弁護人及び国選付添人
の選任並びに国選被害者参加弁護士の選定が
行われる態勢の確保を図るため、各地方事務
所単位で、裁判所、検察庁、警察及び弁護士
会との間で、各事業年度に１回以上、定期的
な協議の場を設定する。とりわけ、裁判員裁
判につき、裁判所及び弁護士会と連携の上、
刑事弁護に関する十分な知識や経験を有し、
かつ、集中審理に対応し得る国選弁護人の選
任が行われる態勢の確保に努めるとともに、
その知識や経験を多くの弁護人が共有するこ
とができるよう、国選弁護人の選任の運用の
工夫に努める。

3 国選弁護人等確保

Ⅲ　提供するサービスその他の業務の質の向上
  に関する目標を達成するためとるべき措置

5 犯罪被害者支援

評価の指標
【変更前】

Ⅰ　総合法律支援の充実のための措置に関する
  目標を達成するためとるべき措置

3 外部機関等との関係

(1)迅速かつ確実な選任・選定態勢の確保

(1)地方協議会の開催等

　全国の地方事務所において、各地の実情
を踏まえ、開催する地方協議会の議題、参
加者、開催時期、開催回数等を適宜工夫
し、支援センターの業務に関する具体的情
報を周知するとともに、参加者に対するア
ンケート調査等を実施するなどして、利用
者及び関係機関・団体の意見を聴取し、業
務運営上の参考とすることなどにより、関
係機関・団体との一層の連携強化を図り、
当該地域の実情に応じた業務運営を行う。

中期計画の各項目中期目標

2　総合法律支援の充実のための措置に関する事項

　各地域ごとに，裁判所，検察庁，警察及び
弁護士会との間で協議の場を設けるなどし
て，迅速かつ確実に国選弁護人，国選付添人
の選任，国選被害者参加弁護士の選定が行わ
れる態勢の確保を図る。とりわけ，裁判員裁
判の円滑な実施が我が国の司法制度における
喫緊の課題であることにかんがみ，同裁判に
つき，裁判所及び弁護士会と連携の上，刑事
弁護に関する十分な知識や経験を有し，か
つ，集中審理に対応し得る国選弁護人の選任
が行われる態勢の確保に努めるとともに，そ
の知識や経験を多くの弁護人が共有すること
ができるよう，国選弁護人の選任の運用の工
夫に努める。

(3)外部機関等との関係
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　犯罪被害者に対する情報提供に関して、
できる限り効率的な業務運営を行いつつ、
これまでの相談内容やそれへの対応状況、
犯罪被害者の意見を踏まえて質の向上を図
るよう努めるとともに、犯罪被害者の心情
に十分に配慮した懇切・丁寧かつ迅速適切
な情報提供に努める。
　犯罪被害者に対する情報提供のニーズが
高い地方事務所には、効率性の観点も踏ま
え、犯罪被害者支援に精通している職員を
適切に配置するなどしてより質の高い情報
提供に努める。

4 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
 事項

41

【参考】　「平成２３年度における日本司法支援センターの業績の実績に関する評価の結果についての意見について」
　　　　　（本年１月２１日付け政委第７号政策評価・独立行政法人評価委員会委員長通知）
　　　　　　（評価指標の妥当性）
　　　　　　　平成２３年度の独立行政法人の業務実績に係る府省評価委員会等の評価の結果をみると、法人の中期目標及び中期計画の内容が年度計画の
　　　　　　個々の評価指標に反映されていない又は反映されていても妥当性に欠けるものとなっており、適切な評価となっていない例がみられた。このため、
　　　　　　今後の評価に当たっては、年度計画及び同計画の評価指標に中期目標及び中期計画の内容が的確に反映されているかについてもチェックをした
　　　　　　上で、より一層厳格な評価を行う必要がある。

評価の指標
【変更後】

①地方協議会の開催等

　支援センターが提供する犯罪被害支援の
内容及び質を全国的に均質なものとし、か
つ、一定の水準以上のものとするため、犯
罪被害者支援担当窓口対応専門職員以外で
犯罪被害者に対する窓口における情報提供
を担当する職員に対し、二次的被害の防止
を図ることなどを始めとした犯罪被害者支
援に関する研修を各事業年度に１回以上実
施することなどにより、犯罪被害者の心情
に配慮した質の高いサービスの提供を図
る。

1
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評価の指標
【変更前】

中期計画の各項目中期目標
評価の指標
【変更後】

(2)
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立替金債権等の管理・
回収計画等の策定・検
証・見直し及び債権管
理コストの削減に関す
る取組状況

立替金債権等の管理・
回収計画等の策定・検
証・評価・見直しによ
る償還額の増加及び債
権管理コストの削減に
関する取組状況

(3)
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効率的で効果的な回収
方法の検討及び実施状
況

償還率の向上に向けた
効率的で効果的な回収
方法の検討及び実施状
況

立替金債権等の管理・回収計画等

Ⅳ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支
  計画及び資金計画

　償還を要すべき者に対しては，初期滞納の段
階での回収率の向上を図る，長期滞納者に対す
るものも含め効率的で効果的な回収方法を工夫
する，償還率の高い地方事務所における取組を
分析し，その長所を活かして，支援センター全
体として効率的で効果的な回収を行うなどの対
策を検討し，適切に実施する。

　コンビニエンスストアを利用した償還方法
を整備して初期滞納の段階での回収の改善を
図るとともに、例えば、①償還率の高い地方
事務所における取組を分析し、その長所を活
かした全国一律の督促指針を立てて実施す
る、②集中的に督促を行うための体制を整備
する、③援助開始時における償還制度の説明
を更に徹底して被援助者の償還に向けた意識
付けを強化する、④電話による督促を含め、
被援助者との連絡を密にして、その生活状況
等に応じた償還月額の調整を行い、継続的な
償還を図るなどの方法により、償還を要すべ
き立替金債権について、長期滞納者に対する
ものも含め、地方事務所と連携しつつ、支援
センター全体として効率的で効果的な回収を
図る。これらの取組を的確に実施することに
より、毎年度、前年度と比較して償還率を向
上させるよう努める。

効率的で効果的な回収方法の工夫等②効率的で効果的な回収方法の工夫等

　年度ごと、地方事務所ごとの民事法律扶助
業務に係る立替金債権等の管理・回収計画を
策定し、毎年度、同債権等の管理・回収状況
について検証した上、厳格に評価し、不断に
必要な見直しを行うことにより、償還を要す
べき者からの立替金債権等の回収に 大限努
力して、償還額の増加を図る。その上で、事
件の解決により財産的な利益を得られず、資
力も回復していない生活保護受給者に係る立
替金債権等、償還の見込みがない立替金債権
等については、償却も含めてその処理を検討
し、当該債権等の特性に応じた運用を図るこ
となどにより、債権管理コストの削減を図
る。

　民事法律扶助の立替金債権等の回収に 大限
努める。そのために，年度ごと，地方事務所ご
との民事法律扶助業務に係る立替金債権等の管
理・回収計画を策定し，毎年度，立替金債権等
の管理・回収状況について検証した上，厳格に
評価し，不断に必要な見直しを行う。その上
で，生活保護受給者に係る立替金債権等，償還
の見込みがない立替金債権等については，償却
も含めてその処理を検討し，適切に対応する。

5 財務内容の改善に関する事項

①立替金債権等の管理・回収計画等

2 民事法律扶助(2)民事法律扶助
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